
松山市墓地等の経営の許可等に関する条例に基づく許可の手続について（フローチャート）

2023/12/30

必要書類等申請者 松山市長（保健所長）近隣住民等

①事前相談 事前相談

②事前協議書

③標識設置

④標識設置届

確認

助言・指導（随時）

事業計画把握

受理

⑤説明会の開催等(必要であれば複数回)

報告書 受理

協議

協議の申出

協議状況報告書 受理

終了

助言・指導

⑥墓地等経営許可

申請書
審査

不許可

⑦工事着手届

工事実施

⑧工事完了届

※1 但し、工事完了検査済証の交付まで使用不可

検査

不適合

工事完了検査済証

【経営(供用)開始】

不適切適切

【事前協議添付書類】

・理由書

・付近の略図

・墓地等の設計図

・申請地及び隣接地の公図、登記事

項証明書

・規則の写し

・印鑑証明

・活動内容書

・説明会の開催計画書

・同意書(墓地、納骨堂から20m以内

の建物所有者又は管理者)

・その他必要書類

【許可申請書添付書類】

・資金計画書

・経営計画の収支見込書

・直近３年の財務状況

・申請を議決した議事録

・包括団体承認がいる場合は承認書

・墓地等の使用約款等

・維持管理方法の書類

・近隣住民等からの意見等

・事前協議書添付書類で変更があった

もの

・その他必要書類

【標識設置届】

・申請の90日以前から工事完了届を

提出するまで

【説明会】

・申請の60日以前

・墓地、納骨堂から200ｍ未満の建物

所有者又は管理者

【協議の申出】

・協議の申出があった際には、誠実

に応じるよう努めなければならない。

交付

受理

適合

墓地等経営許可書
交付


